
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
環
境
省
令
第
一
号

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
十
二
条
第

一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務
の
区
分
を
定
め
る

命
令

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令

第
百
二
十
四
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に

基
づ
き
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
五
十
二
条

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務
の
区
分
を
定
め
る
命
令

を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と

い
う
。
）
第
五
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
所
管
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
令
第
五
十
一
条
第
七
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
措
置

に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
次
号
に
規
定
す
る
事
務
以
外

の
も
の
　
内
閣
総
理
大
臣

二
　
令
第
五
十
一
条
第
七
項
第
十
九
号
に
規
定
す
る
措
置

に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
専
ら
技
術
的
及
び
専
門
的
な

知
見
に
基
づ
い
て
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の
確
保

の
た
め
に
行
う
も
の
　
環
境
大
臣

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
十
四
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
四
月
一
日
内
閣
府
・
環

境
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
六
年
四
月
一
日
内
閣
府
・
環
境

省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


